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令和７年度第２回子ども・子育て会議 議事要旨 

 

日 時：令和８年２月１６日（月）１３時３０分～１４時５０分 

場 所：村岡地域局 ３階 ３０１会議室 

出席者：委員１１名（３名欠席）、教育長、事務局４名 

 

≪次第≫ 

開会 

会長あいさつ 

教育長あいさつ 

委嘱状交付 

議題 

(1) 令和６年度実施状況に係る評価について 

(2) 第３期香美町子ども・子育て支援事業計画の変更について 

(3) 就学前施設再編に伴う「保育提供体制の確保のための実施計画」及び就学前教

育・保育施設整備交付金に係る「整備計画」の策定について 

意見交換 

閉会 

 

 

≪資料≫ 

資料５ ・・・ 令和６年度事業実施状況に係る評価書 

資料６ ・・・ 第３期香美町子ども・子育て支援事業計画の変更について 

資料７ ・・・ 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について 

資料８ ・・・ 保育提供体制の確保のための実施計画 

資料９ ・・・ 香美町就学前教育・保育施設整備計画（※） 

 ※：資料９は、私立園の施設整備費用に関する計画内容が含まれているため、町ＨＰでは非公

表とする。 
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≪議題≫ 

 

(1) 令和６年度実施状況に係る評価について 

■委員意見 

※意見なし 

 

 

(2) 第３期香美町子ども・子育て支援事業計画の変更について 

■委員意見 

・ 計画における乳児等通園支援事業の利用見込数とした理由は。 

・ 乳児等通園支援事業の周知はどのように行うのか。 

・ 産後ケア事業とあるが、この事業では産前のケアは含まれないのか。 

 

□事務局 

・ 乳児等通園支援事業の月当たりの利用見込数は、０歳児は１人、１歳児は２人、

２歳児は３人としている。この事業を先行実施している近隣の自治体では、実際の

利用が非常に少ないとの情報があり、町内に対象者が多くないことも勘案して、計

画値とした。まずは、公立の小代認定こども園と柴山保育所で開始する。 

・ 乳児等通園支援事業は４月からの実施としており、実施内容が決定してから町広

報でお知らせすることとしているが、４月広報には間に合わない状況であり、町ホ

ームページや保育所、認定こども園、子育て・子育ち支援センターを通じて周知し

ていくことを考えている。 

・ 産後ケア事業については、計画書に事業内容を記載しているとおり産後における

支援事業であり、産前については妊婦等相談支援事業が別にある。 

 

※ 第３期香美町子ども・子育て支援事業計画の変更の承認について 

 「教育・保育の量の見込みと提供体制の確保」の計画数量、乳児等通園支援事業

内容及び公立園での事業実施その他計画の変更内容について説明し、委員から反対

意見はなく承認された。 

 

 

(3) 就学前施設再編に伴う「保育提供体制の確保のための実施計画」及び就学前教

育・保育施設整備交付金に係る「整備計画」の策定について 

■委員意見 

・ 香住区の認定こども園の施設整備について、国から各園それぞれに事務局から説

明のあった額の補助があると考えてよいか。 
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□事務局 

・ 香住区認定こども園の施設整備の補助金については、その予定としている。関連

して、別途、県が費用を負担するものとして、認定こども園化の事務手続きのため

事務員を雇用した場合の費用に対する補助金を受けることができる。 

 

※ 「保育提供体制の確保のための実施計画」及び就学前教育・保育施設整備交付金

に係る「整備計画」の策定について説明し、委員から反対意見はなく承認された。 

 

 

〇意見交換 

■委員意見 

・ 学校等の再編に伴い、整理されて学校として使わなくなる学校はどのように活用

されるのか決まっているのか。 

・ 保育所への迎えが決められた時間を過ぎるとペナルティがあるのか。 

→（事業者の委員より回答）急いでいて事故にあったと言われれば困るが、前も

って事情を説明してもらえれば配慮する。 

・ 長井地区で土砂崩れがあったが、通学路の安全点検はされているのか。 

 

□事務局 

・ 閉校する学校等の施設は、順次検討される。その中で、例えば、柴山小学校は閉

校後に認定こども園として活用することが決まった施設はあるが、全体的には何に

利用していくかは、今後段階的に協議をしていくことになる。 

・ 保育所への迎えのペナルティについては、町内の保育所でやっているところはな

いが、他の自治体では迎えの時間を少しでも過ぎれば、過ぎた時間の利用料を徴収

しているところもある。 

・ 通学路の安全点検は毎年実施しており、各学校や学校がＰＴＡからの要望を取り

まとめた要望を提出してもらい、町教育委員会、町建設課、警察、県土木事務所の

職員がその現場に出向き現地の状況を確認している。要望に対して、例えば、県道

であれば県土木事務所が、町道であれば町建設課が、などそれぞれで検討し、可能

な範囲でやってていただいている。 

 


